
１ 水道料金

改定年月日 　　 令和元年10月１日

実施期間 　　 令和元年10月１日～

料率 料金（１か月につき）

基本料金 超過料金

用途 基本水量 料金 　超過水量 料金

１０立方メートルを超え 1立方メートルにつき

２０立方メートルまで 176円 

２０立方メートルを超え 1立方メートルにつき

３０立方メートルまで 264円 

３０立方メートルを超え 1立方メートルにつき

５０立方メートルまで 297円 

一般用 １０立方メートル 1,001円 ５０立方メートルを超え 1立方メートルにつき

８０立方メートルまで 363円 

８０立方メートルを超え 1立方メートルにつき

２００立方メートルまで 407円 

２００立方メートルを超 1立方メートルにつき

える分 451円 

公衆浴場用 １００立方メートル 3,300円 １００立方メートルを超える１立方メートル

につき55円

　備　考

　　１ 使用水量が基本水量に達しない場合は、基本料金とする。

　　２ 特別給水用料金については、使用水量１立方メートルにつき451円とする。

　　　※　算出計で１円未満の端数あるときは、その端数金額を切り捨てる。

　○

当額を加算した額とする。

(生活保護世帯に対する水道料金の減免措置に関する規程第３条)

　○ 令和元年10月1日より消費税率が10％となったため、料金体系表は10％消費税込額で表示

した。

水道料金（円未満切捨て）＝（基本料金＋超過料金）

　＜消費税の総額表示について＞
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 ◎税抜額については、平成7年12月18日（改定率27.94％）に改定し、平成8年4月1日より実施

　＜生活保護世帯に対する料金の減免について＞

1か月当たりの料金の減免の額は、500円にその月分の料金に係る消費税及び地方消費税相
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